
群馬県警察

限定解除の審査を受ける方
【 】令和７年１０月１日改定

～中型８トン限定、準中型５トン限定、ＡＴ限定等の解除手続～

一 般 受 審 者 指定教習所技能審査合格者

試験日予約制(予約は平日9:00～16:00)

運転免許試験窓口又は電話で申し込ん 月曜日～金曜日（祝日・年末年始の休日

受付時間 でください。 を除く ）。

（ ）連絡先：技能試験係 ☎027-253-9300

午前８時３０分～午前９時 午後１時～午後１時３０分

受付窓口 群馬県総合交通センター ２階 運転免許試験窓口

○ 限定解除申請書（窓口で配布）

○ 運転免許証及び表裏のコピー

必要書類等 運転免許証が破損・汚損して本人確認できない場合は、事前に再交付を受け(注)

て、新しい運転免許証を持参してください。

記載事項に変更のある場合は、各地区交通安全協会又は総合交通センターで(注)

事前に変更してください。

○ 個人番号カード ○ 指定教習所技能審査合格証明書

※ 現在マイナ免許証を所持している方 R7.4.1以降に合格し、合格の日から

起算して１年を経過しないもの

手 数 料

区 分 一 般 受 審 者 指定教技能審査合格者

受験手数料 １,３５０円 １,３５０円

試験車使用料 １,７５０円

計 ３,１００円 １,３５０円

手続の順序
申 請 書 の 作 成

受 付

一般受審者

指定自動車教習所技能審査合格者技能審査

※ 免許証交付まで原則として待機していただくこと

になります。合 格

免許証条件変更（即日）

問合せ先 運転免許課（学科試験係）０２７－２５３－９３００

運転免許試験へ


